
「経営者保証に関するガイドライン」について 

 

「経営者保証に関するガイドライン」は、中小企業・小規模事業

者等（以下「中小企業」という）の経営者の方々による個人保証（経

営者保証）の課題を解決するために、日本商工会議所と全国銀行協

会を共同事務局とする「経営者保証に関するガイドライン研究会」

により取りまとめられた中小企業（債務者）・経営者（保証人）・

金融機関（債権者）の自主的なルールです。 

当金庫と中小企業の経営者との間で、新たに保証契約を締結する

場合、既存の保証契約の見直しや保証債務の整理をする場合等に、

このガイドラインが適用されることとなります。 

本ガイドラインの詳細については、以下をご参照ください。 

（参考）２０２０年４月１日から、事業承継時に焦点を当てた特則も適用されます。 

 中小企業・小規模事業者の経営者の皆さまへ  

 経営者保証に関するガイドライン  

 事業承継時に焦点を当てた「経営者保証に関するガイドライン」の特則  

 経営者保証に関するガイドライン Q&A  

 「経営者保証に関するガイドライン」に基づく保証債務の整理に係る課税関

係の整理に関する Q&A  

また、当金庫では、中小企業の経営者の方からのガイドラインに

関する相談窓口を以下のとおりご用意しております。 

設置店舗 電話番号 設置店舗 電話番号 設置店舗 電話番号 

本店営業部 098-933-1139 赤 道 支 店 098-921-1206 那 覇 支 店 098-868-0125 

具志川支店 098-973-3379 名 護 支 店 0980-52-4240 開 南 支 店 098-863-4147 

十字路支店 098-939-0050 宜野湾支店 098-898-7135 安 里 支 店 098-867-2058 

胡 屋 支 店 098-937-3338 安慶田支店 098-938-3740 小 禄 支 店 098-857-4541 

桃 原 支 店 098-936-1000 北 谷 支 店 098-936-7711 伊 祖 支 店 098-875-3201 

嘉手納支店 098-956-2666 高 原 支 店 098-938-3325 融資審査部 098-930-1400 

普天間支店 098-892-2444 浦 添 支 店 098-874-5425  

 

コザ信用金庫 
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